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5 介護老人保健施設 くびきの 

契約書別紙 兼 重要事項説明書 

 

1. 施設の概要 

（１）施設の名称等 

・施設名 介護老人保健施設 くびきの 

・開設年月日 平成６年４月２５日 

・所在地 新潟県上越市西城町３丁目６番３１号  

・電話番号 ０２５―５２６―２１６１ （FAX：０２５―５２６―１１５６） 

・管理者名 施設長 磯貝 勤 

・介護保険事業所番号 １５５０３８００１６ 

 

（２）介護老人保健施設の目的  

介護老人保健施設は、医学的管理の下で看護・介護や機能訓練、その他必要な医療と

日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応

じた日常生活を営むことができ、一日でも早く家庭での生活に戻ることができるように

支援し、さらに、家庭での生活が継続出来るよう（介護予防）短期入所療養介護や（介

護予防）通所リハビリテーション等のサービスを提供し、在宅介護を支援することを目

的とした施設です。 

この目的に沿って、当施設では、利用者の人格を尊重し、明るく家庭的な雰囲気の中

で、個々の状態に応じた医療・介護・リハビリテーション等各種のサービスを行い、さ

らに家庭復帰の場合には、療養環境の調整など退所後の支援も行います。  

 

（３）施設の職員体制 

 常 勤  非常勤  夜勤 業務内容等 

医師 １ 
（施設長兼務／  

通所兼務） 

  利用者の医学的管理業務、利用者に対す

る健康管理及び療養上の指導・助言を行

う。 

看護職員  １０   医師の指示に基づき、利用者の看護や施

設の保健衛生業務を行う。   

薬剤師   １ 
（病院兼務） 

 医師の指示に基づき、必要な薬剤管理業

務を行う。 

介護職員  ２２   利用者の日常生活全般にわたる介護業

務を行う。  

支援相談員  １   利用者の入退所、生活全般における相談

援助業務を行う。 

理学療法士  

１ 
（いずれかの職種） 

  
医師の指示に基づき、利用者の自立支援

を目的とした機能訓練を実施する。  
作業療法士    

言語聴覚士    

管理栄養士  １ 
（通所兼務） 

  医師の指示に基づき、栄養管理業務を行

う。 

介護支援専門員  １   施設サービス計画の立案等、利用者の介

護支援に関する業務を行う 

事務職員  ２ 
（通所兼務） 

  受付・窓口業務、介護請求等の事務  

その他  １ 
（通所兼務） 

 

 

 

 施設の設備や備品等の保守・保全業務な

ど 
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（４）入所定員等    定員９６名 

    療養室・・・個室６室（うち特別室４室）、２人室９室（うち特別室７室）、  

４人室１８室 

※ 個室（特別室）及び 2 人室（特別室）のご利用には別途料金を

いただきます。 

 

2. サービスの内容 

① 施設サービス計画の立案 

② 食事 

朝食：８時００分～  昼食：１２時００分～  夕食：１８時００分～ 

 ※食事は原則として食堂でお摂りいただきます。 

③ 栄養管理、栄養ケアマネジメント  

④ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特殊浴槽で対応します。週に最

低 2 回実施します。但し、利用者の身体の状態に応じて清拭への変更又は入浴を見

合わせる場合があります。） 

⑤ 医学的管理・看護 

⑥ 介護（退所時の支援も行います）  

⑦ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション）、リハビリテーション計画の立

案 

⑧ 相談援助サービス 

⑨ 理美容サービス 

毎週木曜日に実施します。  ※理美容サービスは別途料金をいただきます  

⑩ 行政手続代行(施設利用に関する事項) 

⑪ その他 

※ 上記サービスの中には基本料金とは別に利用者のかたから利用料金をいただくもの

もありますので具体的にご相談ください。  

 

3. 協力医療機関等 

当施設では下記の医療機関・歯科医療機関に協力をいただいていますので、利用者の

状態が急変し受診が必要となった場合には速やかに対応をいたします。  

○協力医療機関 

     ・名称  医療法人 知命堂病院 

     ・住所  上越市西城町３丁目６番３１号  

   ○協力歯科医療機関 

     ・名称  クラーク歯科医院 

     ・住所  上越市春日野１丁目１４番１１号  

    また、当施設での対応が困難な状態となった場合や、専門的な対応が必要になった

場合には他の機関を紹介しますので、ご安心ください。  

 

  ◆ 緊急時の連絡先 

緊急の場合には利用者及び扶養者の指定した連絡先に連絡をします。  

扶養者やご家族等の住所、電話番号、勤務先に変更がありましたら、必ず当施設まで
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ご連絡いただくようお願いします。  

 

4. 施設利用に当たっての留意事項  

  ・おやつ等の食べ物の持込み 

     衛生管理・栄養管理上、食べ物のお持込みは禁止です。  

ご理解・ご協力お願い致します。  

・面会   

 備付けの用紙にご記入の上、所定の時間にお願いします。  

  ・外出・外泊 

     事前に、外出外泊先・用件・予定日時等をお申し出下さい。  

     外出外泊中に日時等変更が出た場合は、ご連絡下さい。  

  ・飲酒・喫煙 

     禁酒、禁煙です。 

  ・火気の取扱い 

     火気の持込みはできません。 

  ・設備・備品の利用 

     職員にお尋ね下さい。 

  ・所持品・備品等の持ち込み 

     記名の上、お持ち下さい。 

電気製品を持ち込む場合は、お申し出下さい。（別途使用料金頂きます）  

  ・金銭・貴重品の管理 

     金銭・貴重品の持ち込みは原則禁止です。必要な場合は、ご家族様の管理で  

お願いします。 

・外泊時等の施設外での受診 

     施設医師が必要と認める場合以外は、施設外で受診できません。  

     外泊外出中に心身の状態が急変した場合他、ご不安な場合は施設へご連絡下さい。 

・宗教活動 

     禁止です。 

・ペットの持ち込み 

禁止です。 

 

5. 非常災害対策 

・防災設備・・・非常放送設備、スプリンクラー、消火器、消火栓、防火扉 ほか 

  ・防災訓練・・・年２回以上 

 

6. 禁止事項 

当施設では多くのかたに安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利

行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は一切禁止とします。 

 

7. 要望・苦情等の相談 

サービス提供に関する要望・苦情、相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。  

○ 苦情・相談受付窓口 

介護老人保健施設くびきの 電話：０２５－５２６－２１６１  

（担当：支援相談員           ） 
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要望や苦情は、事業所にお寄せいただければ、速やかに対応いたします。  

また、窓口に備えつけられた「ご意見箱」もご利用ください。  

 

上記のほか、お住まいの市町村、国民健康保険団体連合会にも苦情相談窓口が設置さ

れています。 

上越市（健康福祉部高齢者支援課）   電話：０２５―５２６―５１１１ 

妙高市（福祉介護課）         電話：０２５５―７４―００１７ 

糸魚川市（福祉事務所介護保険係）   電話：０２５―５５２―１５１１ 

新潟県国民健康保険団体連合会     電話：０２５―２８５―３０７２ 

 

上記以外の市町村等 

（              ）   （電話：                        ） 

 

 

8. 介護保険証の確認 

ご利用にあたり、利用者の介護保険証、後期高齢者医療被保険者証（75 歳未満で、後

期高齢者医療被保険者証をお持ちでないかたは健康保険証）を確認させていただきます。 

 

9. 入所サービスの概要 

当施設でのサービスは、どのようなサービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態

になるかという施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わ

るあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際ご本人及び扶養者の意向

を十分に取り入れ、また、計画の内容について同意をいただいたうえでサービス提供を

行います。 

【医療】 

  介護老人保健施設は、入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医

師・看護職員が常勤していますので、ご利用者の状態に応じて適切な医療・看護を行

います。 

【機能訓練】 

  原則として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が生活リハビリとし

てのリハビリテーション効果を期待したものです。  

【栄養管理】 

  心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。  

【生活サービス】 

  当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者

の立場に立ったサービス提供を行います。 

 

10. 利用料金 

（１） 基本料金 

「契約書別紙兼重要事項説明書 別表」のとおり 

＊当施設から併設医療機関へ入院された日（退所日）及び併設医療機関から当施設への
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入所日（退院日）については、当該入（退）所日の介護保健施設サービス費、その他

加算は請求されません。 

 

（２） お支払方法 

利用料金は 1 か月ごとにまとめて請求しますので、以下のいずれかの方法によりお支

払いください。 

① 現金でのお支払い 

毎月１５日に前月分の請求書を発行します。その翌月の１２日までに会計窓口に

てお支払いください。お支払いを受けた後、領収書を発行いたします。  

② 指定の口座からの自動振替 

毎月１５日に前月分の請求書を発行し、ご指定いただいた送付先へ郵送いたしま

す。その翌月１２日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に指定口座より振替に

なります。領収書は口座振替を確認したのち翌月１５日の請求書郵送の際に同封

いたします。 

口座振替をご希望の場合は、別途手続きをお願いします。  

 

※要介護度認定の遅延等により請求が遅れる場合があります。  

 

11. 個人情報の利用目的 

当施設では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人

情報について、利用目的を以下のとおり定めます。  

 【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】  

  ［施設内部での利用目的］ 

   ・当施設が利用者等に提供する介護サービス  

   ・介護保険事務 

   ・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち、  

－入退所等の管理 

－会計・経理 

－事故等の報告 

－当該利用者の介護・医療サービスの向上  

  ［他の事業者等への情報提供を伴う利用目的］  

   ・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち、 

－利用者に医療・介護サービスを提供する他の医療機関や介護サービス事業者、

居宅介護支援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答  

－利用者の診療等にあたり、外部の医師等の意見・助言を求める場合  

－検体検査業務の委託その他業務委託  

－家族等への心身の状況説明 

   ・介護保険事務のうち 

     －審査支払機関へのレセプトの提出  

     －審査支払機関又は保険者からの照会への回答  

   ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等  
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 【上記以外の利用目的】 

  ［当施設内部での利用に係る利用目的］  

   ・当施設の管理運営業務のうち  

     －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料  

     －当施設において行われる学生の実習への協力  

     －当施設において行われる事例研究  

  ［他の事業者等への情報提供に係る利用目的］  

   ・当施設管理運営業務のうち 

     －外部監査機関への情報提供 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

  事業者は利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

事 業 者 所在地        新潟県上越市西城町３丁目６番３１号   

 事業者名         医療法人 知命堂病院        

 代表者職・氏名       理事長 森川 政嗣        

 事業所名        介護老人保健施設 くびきの      

 
説明者職・氏名                        

  

 

私は事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。  

また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。  

利 用 者 住 所                            

 氏 名                            

扶 養 者 住 所                            

 氏 名                            

 利用者との続柄                

 


